
事 務 連 絡 

平成 26 年 8 月 13 日 

 

地方獣医師会会長 各位   

 

公益社団法人 日 本 獣 医 師 会 

専務理事 矢 ケ 崎 忠 夫 

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件等について 
 

このことについて、平成 26 年 8 月 11 日付け事務連絡をもって、

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課薬事安全企画班から、別

添のとおり通知がありました。貴会関係者に周知方よろしくお願い

いたします。  

このたびの通知は、「食品、添加物等の規格基準の一部を改正す

る件（平成 26 年厚生労働省告示第 323 号）」が公布され、改正内容

等については別添のとおりである旨、本会会員に周知を依頼された

ものです。  

本件のお問合わせ先  

公益社団法人  

日本獣医師会事業担当：笹  川  

  TEL 03－3475－1601 



事 務 連 絡

平成２６年８月１１日

公益社団法人 日本獣医師会事務局長 殿

農林水産省消費・安全局

畜水産安全管理課薬事安全企画班

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件等について

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件（平成２６年厚生労働省

告示第３２３号）が公布され、その内容等について別添のとおり通知があ

りましたので、貴会会員等関係者への周知方お願いします。
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